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(事務局案 ) 

1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて  

 

１．国の動き  

  1,4-ジオキサンの排水基準については、排水基準を定める省令の一部を改正する

省令（平成 24 年環境省令第 15 号。以下「省令第 15 号」という。）で規定され、平成

24 年５月 25 日に施行された。この際、一般排水基準(0.5mg/L)に対応することが著し

く困難と認められる業種その他の区分に属する特定事業場に対して、経過措置として、

省令第 15 号の施行の日から３年間（平成 27 年５月 24 日まで）に限って適用する暫定

排水基準が設定された。 

この暫定基準の適用期間が終了するにあたり、排水基準を定める省令の一部を改正

する省令の一部を改正する省令（平成 27 年環境省令第 20 号。）において、５業種の

うち２業種については、暫定排水基準を強化し、適用期間を３年間延長することとさ

れた。 

 

＜改正の概要＞  

業種その他の区分 改正前 
（適用期間：H24.5.25
～H27.5.24） 

改正後 
（適用期間：H27.5.25～
H30.5.24） 

（参考） 
一 般 排

水基準 
感光性樹脂製造業 200 一般排水基準へ移行 0.5 
エチレンオキサイド製造業 10 ６ 
エチレングリコール製造業 10 ６ 
ポリエチレンテレフタレート

製造業（適用期間：H24.5.25
～H26.5.24） 

一般排水基準へ移行済み 

下水道業 25 一般排水基準へ移行 
 

２．本県における状況  

（１）公共用水域における状況  

  1,4-ジオキサンについて、平成 18 年度から平成 23 年度までの本県における公共用

水域での水質調査結果を表１に、平成 24 年度および 25 年度の検出地点毎の検出状

況を表２に示した。  

  平成 19 年度、平成 21 年度、平成 22 年度、平成 23 年度に１地点で、平成 24 年度、

平成 25 年度に２地点で検出されているが、いずれも環境基準（ 0.05mg/L）と比較し

て低い値となっている。  

  検出地点毎の検出状況をみると常時検出しているわけではなく、検出・不検出を

繰り返しており、特に水質が悪化するような状況は認められない。  
 



 

表１ 公共用水域における 1,4-ジオキサンの検出状況 

（本県の状況） 滋賀の環境（資料編）より 

実施 
年度 

測定 
地点数 

検出 
地点数 

検出最大値
（mg/L) 

基準値 
超過地点数 

平成１８年度 33 0 - 0 

平成１９年度 33 1 0.010 0 

平成２０年度 33 0 - 0 

平成２１年度 33 1 0.006 0 

平成２２年度 48 1 0.007 0 

平成２３年度 48 1 0.011 0 

平成２４年度 48 2 0.012 0 

平成２５年度 48 2 0.012 0 

*報告下限値は 0.005mg/L である。 

 

表２ 検出地点毎の 1,4-ジオキサンの検出状況 

（本県の状況） 滋賀の環境（資料編）より 

実施年月 大戸川 十禅寺川 
平成２４年 ５月 - <0.005 

平成２４年 ８月 <0.005 <0.005 

平成２４年１２月 - 0.007 

平成２５年 ２月 0.012 0.007 

平成２５年 ５月 - 0.006 

平成２５年 ８月 <0.005 <0.005 

平成２５年１２月 - 0.005 

平成２６年 ２月 0.012 0.005 

 

（２）工場・事業場からの排出状況  

  滋賀県内で PRTR 法に基づき 1,4-ジオキサンの排出量または移動量について届出

をしている事業場は 26 事業場存在する。このうち、24 事業場は下水道業、一般廃棄

物処理業である。その他は化学工業が１事業場、窯業・土石製造業が１事業場であ

る。公共用水域への排出量の合計は１kg/年である。 

  暫定排水基準の適用期間が延長される２業種（エチレンオキサイド製造業・エチ

レングリコール製造業）に該当する事業場は現在滋賀県内には存在していない。 

  平成 25 年および平成 26 年度に実施した工場・事業場の排水検査の結果において

も排水基準（0.5mg/L）違反は見られなかった。 

 

 （３）本県における暫定排水基準のあり方  

  エチレンオキサイド製造業・エチレングリコール製造業については導入可能な処

理技術等の状況をふまえ、水質汚濁防止法と同様の経過措置を設けることが適当で

あると考えられる。  


